
【会議録】 

主 題  令和４年度つくばみらい市福祉有償運送運営協議会 

●日  時：令和４年１２月１９日（月）午後２時～ 

●場  所：つくばみらい市役所伊奈庁舎３階 大会議室 

●出席委員：武藤成一委員、古舘千恵子委員、若山修一委員、浅川昭一委員 

      成嶋均委員、仲野俊二委員代理玉村翔太氏 以上６名 

●欠席委員：片山克也委員、海老原弘委員 以上２名 

●事 務 局：社会福祉課 石井課長、加瀬主査(進行)、兼重主事 

      社会福祉協議会：松尾センター長、木村職員 

●傍 聴 人：０名 

 

 全体会開会（午後２時００分） 

１． 開会 

２． 委員紹介 

３．会長の選出  

４．協議 

（古舘委員が議長となり、議事（１）を事務局及び社会福祉協議会から説明した。） 

（１）つくばみらい市社会福祉協議会「自家用有償旅客運送の更新登録の申請」について 

事務局：  「自家用有償旅客運送」については、現在つくばみらい市では社会福祉協議会

だけとなっている。移動制約者の皆さんには、なくてはならない交通手段です

が、同時に利用者の皆さんの利便性を重視した内容でなければならない。 

また、道路運送法に適した内容でなければならない。それが、安全で安心して

利用できる「自家用有償旅客運送」である。社会福祉協議会の登録有効期間が

令和５年３月２２日となっているので、今回、更新前の協議となったわけだ

が、運行の状態を確認しながら、今後も安全で安心して提供していけるよう、

協議会委員全員で内容をよく審査していきたいと思う。 

つくばみらい市の障がい者の状況を説明する。身体障害者手帳の所持者は、

各年４月１日現在の数として、Ｒ２年１，３４６人、Ｒ３年  １，３５２人、Ｒ４年  １，３

３４人となっている。療育手帳所持者は、Ｒ２年  ３３５人Ｒ３年３５５人  Ｒ４  ３７１

人となっている。精神障害者保健福祉手帳の所持者は、R２年３０５人、Ｒ３年３

２１人、Ｒ４年３４８人となっている。次に高齢者の状況を説明する。６５歳以上の

人口は、Ｒ２年１３，６３５人、Ｒ３年１３，８３９人、Ｒ４年１３，９０２人となっている。

介護保険（要支援、要介護）認定者は、Ｒ２年１，８７５人、Ｒ３年１，９４３人、Ｒ４

年２，００８人と年々増加傾向となっている。 

 

社協：  事務局から説明があった通り、登録有効期間が令和５年３月２２日で切れてし

まうので、社会福祉協議会としても次年度以降も移送サービス事業を継



続したいと考えている。移送サービスについて説明を行う。移送サービスの

利用料についてだが、市の定めている通り、利用者の居宅から医療機関等

の直線距離に応じて１０ｋm おきに距離区分での料金となっている。料金の

支払いについては事前に利用者の方に移送サービス利用券を購入しても

らう形をとっている。運行距離は基本３０ｋｍ圏内ですが、圏内に医療機関

がない場合は特例として５０ｋｍまで認めている。ただ、現状では長距離を運

転できる運転手がいないため、ご利用はできなくなっている。また、現在５０ｋ

ｍを超えた医療機関等への移送を希望されている利用者もいない。次に移

送サービスの利用登録者数について説明する。登録者数は令和４年１０月

末現在で３２名となっている。その内訳は、  身体障害者手帳１級８名、２級

９名、３級３名、精神障害者保健福祉手帳１級２名、要介護認定３が２名、

４が４名、５が１名、その他の障がいの方が３名となっている。利用回数の実

績については、過去３年間の平均で１８２回となっている。近年のコロナ感染

症の影響もあってか、前回の報告時に比べ減少傾向しているが、ほぼ毎日

ご利用があったといった状況である。運転者はボランティアを募り、運転にあ

たっている。二種免許を保有されていない方には、認定講習を受講してもら

い、運転資格を得てから協力してもらっている。現状２１名の方に登録しても

らっているが、ボランティアの方々の平均年齢も７２歳となり、高齢化が問題

となってきている。新規の方に登録してもらうため、「社協だより」などで常時

募集を行っており、昨年度は４名、本年度は１名の方が新たに登録してい

る。このほかとして、本市の移送サービスを利用している自動車ですが、社

会福祉協議会保有の車いす車４台、うち軽自動車１台を使用している。 

 

（質疑・応答） 

議長：何か質問等あるか。 

 

   （質問なし） 

 

議長：ご意見がないようなので、承認されたとする。 

   皆さまの同意を得たということで、社会福祉協議会の更新申請を承認することとす 

る。これで、つくばみらい市社会福祉協議会「自家用有償旅客運送の更新」について 

協議を終了する。 

 

議長：その他、何か質問等あるか 

 

委員 A：寝台で移動するのは可能か。 

 

 



社協：社協で保有している車は、寝台はできない。車いすのリクライニングは対応可能で 

ある。 

 

委員 A：今後はどうか。 

 

社協：現状では車がないので難しい。 

 

委員 A：車いすで行ける方はいいが、中には寝台で移動する人も出てくるのではないかと 

思うので、ボランティアとしては、寝台車１台保有してもらえたらと思う。 

 

社協：検討する。 

 

議長：その他、何か質問はあるか。→無し。  

 

５．閉会 

 

【配布資料】 

①  会議次第 

② 【資料１】つくばみらい市の現状 

③ 【資料２】移送サービスの現状 

 

 


